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来年４月から働き方改革関連法が施行されます　　　　
準備は順調に進んでいますか？　　　　

Management information〈経営情報〉

商工会議所 活用術
Chamber o f  commerce and industry ut i l izat ion .

小
規
模
企
業
共
済
を
上
手
に
活
用
し
、
将
来
の

生
活
を
ゆ
と
り
あ
る
も
の
に
し
ま
し
ょ
う
　

　

金
融
・
税
務
相
談
課
の
山
本
で
す
。

今
回
は
、「
小
規
模
企
業
共
済
」
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
制
度
は

個
人
事
業
廃
業
後
や
役
員
退
任
後
に

備
え
、
生
活
資
金
等
を
準
備
す
る
べ

く
予
め
掛
金
を
積
み
立
て
る
共
済
制

度
で
す
。
月
々
千
円
〜
７
万
円
の
範

囲
で
自
由
に
掛
金
を
選
択
し
、
積
み

立
て
ら
れ
ま
す
。

〈
制
度
の
特
徴
〉

①
退
職
金
と
し
て
受
取
可
能

　

積
み
立
て
た
掛
金
は
、
共
済
金
の

一
括
で
の
受
取
時
に
退
職
金
扱
い
で

受
け
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
共
済

金
の
受
取
額
は
、
共
済
事
由
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
が
、
掛
金
積
立
額
を

上
回
る
額
を
受
け
取
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。（
※
共
済
事
由
は
、
加
入
者

の
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。）

②
老
齢
給
付
と
し
て
の
受
取
も
可
能

　

掛
金
を
15
年
以
上
払
い
込
ん
で
い

る
方
で
、
満
65
歳
以
上
の
方
で
あ
れ

ば
、
事
業
を
続
け
な
が
ら
で
も
共
済

金
を
受
け
取
れ
ま
す
。（
※
共
済
金

の
税
法
上
の
取
り
扱
い
に
は
個
人
差

が
あ
り
ま
す
。）

③
節
税
対
策
と
し
て
効
果
的

　

掛
金
は
、
課
税
所
得
か
ら
全
額
控

除
出
来
る
た
め
、
個
人
事
業
主
や
会

社
等
の
役
員
に
と
っ
て
税
制
面
で
大

き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

〈
加
入
対
象
者
〉

①
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が
商

業
・
サ
ー
ビ
ス
業
は
５
人
以
下
、

そ
れ
以
外
の
業
種
（
建
設
・
製
造

等
）
は
、
20
人
以
下
の
個
人
事
業

主
ま
た
は
会
社
役
員
の
方
。

②
個
人
事
業
主
の
場
合
は
、
配
偶
者

の
方
や
ご
家
族
の
方
も
最
大
２

名
ま
で
「
共
同
経
営
者
」
と
し
て

制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

　

商
工
会
議
所
は
、
中
小
機
構
か
ら

委
託
を
受
け
て
小
規
模
企
業
共
済
の

事
業
を
行
っ
て
お
り
、
随
時
申
込
等

の
受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

小規模企業共済制度のご案内

お
問
い
合
わ
せ
先

福
井
商
工
会
議
所 
金
融
・
税
務
相
談
課
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